
議案第４２号 

 

財産の無償譲渡について《消防ポンプ格納庫》 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとおり財産を無償で譲渡することについて、議会

の議決を求める。 

 

令和３年２月２５日提出 

京丹後市長  中 山  泰 

 

１ 譲渡する財産 

(1) 建物 

ア 名   称 網野第２分団第１部 消防ポンプ格納庫 

イ 所 在 地 京丹後市網野町浅茂川１８６１番地１４４ 

ウ 構   造 木造瓦棒葺平家建 

エ 床 面 積 ２７．８８㎡ 

オ 建 築 年 昭和５９年 

カ 固定資産評価額 １１０，２９３円 

 

２ 譲渡の相手方 

栄区 区長 大橋 広幸 

 

提案理由 

 新しい消防車庫への移転に伴い、消防団が使用することがなくなる消防ポンプ格納庫について、地区の意向を受け、地元自治会に無

償譲渡することについて議会の議決を求めるものである。 
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)

　≪政策等の実施時期≫ 策定年度

令和3年4月1日 計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

消防本部

計画名称

総務課 有・無 位置図

　≪提案に至るまでの経緯≫ 　≪総合計画等の整合≫

10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実
総合計画
計画項目

H27.12 消防団条例改正（H28.4施行）
H28.5 市有財産活用推進本部会議において方向性の確認
Ｒ2.12 消防車庫の活用方法協議及び意向確認（栄区長）
Ｒ3.3 新消防車庫竣工（車両移動）

　≪政策等の必要性≫ 　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫

　本施設は、新たな消防車庫の竣工とともに用途を廃止するものである
が、地区の意向を受け地元自治会へ無償譲渡を行うことにより、施設の有
効活用を図ることができる。

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

　新しい消防車庫への移転に伴い、消防団が使用することがなくなる消防
ポンプ格納庫について、地区の意向を受け、地元自治会に無償譲渡するも
のである。

　名　称　　　網野第2分団第1部　消防ポンプ格納庫
　所在地　　　京丹後市網野町浅茂川1861番地144
　構　造　　　木造瓦棒葺平家建
　床面積　　　27.88㎡
　建築年　　　昭和59年
　評価額　　　110,293円

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第42号
財産の無償譲渡について《消防ポンプ格納庫》

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（　 　　　　　　）
政策等の形成過程の説明資料

令和 3 3  定 例 会
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議案第４２号　参考資料（位置図）

消防ポンプ格納庫位置図（網野・栄車庫）

旧網野第２分団第１部栄車庫

3 / 4



議案第４２号　参考資料（写真）

網野第２分団第１部　栄車庫

南面　東面 西面

正面
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